
資格更新ガイドライン 

資格更新委員会（2024 年 6 月 27 日版） 

はじめに 

 臨床発達心理士の資格認定は、2002 年度から始まりました。この資格の有効期間は 5 年です。臨床

発達心理士は常に新しい知識を学び研鑽を深め、5 年に一度ずつ、資格を更新することが必要です（臨

床発達心理士資格認定細則第 7 条）。 

 一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構（以下「機構」と表記します）では、臨床発達心理士と

しての知識や技能をアップデートしていくために、研修会への参加を推奨しています。資格更新には

5 年間に（1）区分研修会の必修研修会 2 ポイント以上（これを必須 A とします）と、（1）区分研修会

の一般研修会、もしくは（2）区分研修会で 2 ポイント以上（これらを必須 B とします）を取得して

いただきます。これらの研修会で必須 A と必須 B を満たす計 4 ポイント以上を含む、合計 12 ポイン

ト以上を取得すれば更新の申請が可能となります（臨床発達心理士更新手続き細則第 2 条）。

「必須 A」は機構研修委員会が主催する（1）区分研修会の必修研修会に参加することで充足できま

す。「必須 B」は機構の各委員会が主催する一般研修会（これも（1）区分研修会です）と、（2）区分

研修会すなわち承認団体である一般社団法人 日本臨床発達心理士会が主催する研修会（全国大会を含

みます）への参加で充足できます。 

 「必須 A」と「必須 B」の研修会でそれぞれ 2 ポイントを超えて受講して合計 12 ポイント以上を満

たしてもかまいませんし、（3）区分研修会や（4）区分～（8）区分の研修会参加以外で 8 ポイント以

上を取得することによっても更新を申請できます。 

なお、2018 年度以降の資格取得者は、最初の更新までに機構が主催する倫理研修会（3 時間 1 ポイ

ント）を受講する必要があります。すなわち倫理研修会で 1 ポイント、それ以外の必修研修会の必須

A を 1 ポイント、そして必須 B を 2 ポイント以上で合計 4 ポイント以上を満たしてください。 

 2023 年度から 2027 年度の 5 年間は移行措置が講じられています。詳しくは資料（P14）をご確認く

ださい。 

資格更新の要点 

 移行措置期間の更新ポイントは、以下の方法で取得することができます。（文末の更新ガイドライン

図および P14「移行措置期間における更新ポイントの取り扱い」を参照） 

1．上記（1）区分および（2）区分研修会等への参加【4 ポイント必須】

2．それ以外で資格認定委員会が認めた研修会（（3）区分研修会）への参加 

3．臨床発達心理士を取得するための指定科目取得講習会での講師担当 

4．臨床発達心理士認定運営機構が認める関連団体等の年次大会での発表 

5．臨床発達心理学に関する研究論文等の発表 

6．臨床発達心理学に関する著書の出版 

7．臨床発達心理士申請者または申請予定者に対するスーパービジョン 

これらのポイントは資格更新ポイント管理システムで管理します。（1）区分研修会および（2）区分

研修会に参加する場合には、必ず臨床発達心理士証（以下、「ID カード」と記載）を持参し、参加受

付をしてください。（1）区分研修会は開催後 1 か月程度までに、（2）区分研修会は報告書が提出され

た後 1 か月以降に資格更新ポイント管理システムに反映されます。自分が参加した研修会のポイント 
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が付与されているかどうか確認してください。 

 資格更新該当者には当該年度の秋に資格更新申請ガイドが送付されます。資格更新申請ガイドに従

って、資格更新ポイント管理システムの資格更新申請ページから手続きを行ってください。 

各ポイントの取得方法 

 １．（1）区分研修会 

（1）区分研修会・必修研修

ウェブサイトの研修会予定には「（1）区分・必須 A（必修）」と表記されます。機構の研修委員

会他、各委員会が企画する研修会で、はじめの 5 年間に受講しなければならない倫理研修会はこ

れに含まれます。 

（1）区分研修会・一般研修

ウェブサイトの研修会情報には「（1）区分・必須 B（一般）」と表記されます。機構の各委員会

が企画する研修会等です。 

 ２．（2）区分研修会 

 承認団体である一般社団法人日本臨床発達心理士会が企画する研修会で、資格更新委員会が認

めたもので「（2）区分」と表記されます。（1）区分研修会の一般研修会「（1）区分・必須 B（一

般）」、もしくは（2）区分研修会で 2 ポイントが必須 B となります。 

 ３．（3）区分研修会 

承認団体以外が企画する研修会で資格更新委員会が認めたもので「（3）区分」と表記されます。 

  （1）区分研修会、（2）区分研修会、（3）区分研修会はいずれも、開催方法、ポイント数および参

加方法等がウェブサイト「資格更新ページ資格更新研修会」の各研修会に掲載されますので、それ

に従って参加申込をしてください。対面実施の場合は研修会の参加者（講師、話題提供者、指定討

論者も参加者ポイントが付与されます）は ID カードを持参し、参加受付をしてください。ID カー

ドの提示がないとポイントが付与されません。 

４．指定科目取得講習会講師 

・臨床発達心理士を取得するための指定科目講習会で講師をした場合のポイントです。後日事務局

でポイント付与しますので資格更新ポイント管理システムで確認してください。

５．関連団体等の年次大会での研究発表、話題提供等 

・臨床発達心理士認定運営機構が認める関連団体等のうち関連学会（2024 年 5 月現在）は、日本発

達心理学会、日本教育心理学会、日本コミュニケーション障害学会です。これらの学会の年次大

会等で研究発表等を行った場合のポイントです。

・関連学会以外の学会発表等は、臨床発達心理学的内容である場合にはポイントとして認められま

す。発表が臨床発達心理学的内容であるかどうかは、ご自身で判断してください。

・一つの発表、シンポジウムごとに、本人の名前と発表タイトル、年次大会の名称と日時などがわ

かる資料をコピーしておいてください。

・資格更新を申請する際には、資格更新ポイント管理システムの資格更新申請ページにご自身で入

力します。また、資格更新審査を受けるために上記の資料を提出することが必要です。
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６．臨床発達心理学に関する研究論文等の発表 

・研究論文とは、学会誌、大学紀要に発表された臨床発達心理学に関する内容の論文です。学科・

研究室発行の紀要、研究報告書、翻訳、業務報告等は認められません。

・研究論文は学術論文の体裁を整えたものでなければなりません。

・著者名、掲載された機関誌、発行年、該当ページ等、「誰が何年にどの部分を執筆したのか」がわ

かる資料を用意してください。

・資格更新を申請する際には、資格更新ポイント管理システムの資格更新申請ページにご自身で入

力します。また、資格更新審査を受けるために上記の資料を提出することが必要です。

７．臨床発達心理学に関する著書の出版 

・臨床発達心理学に関する学術的・教育的に意義のある著書である必要があります。

・ 著者名、発行年、本のタイトル、出版社名、該当ページ等、「誰が何年にどの部分を執筆したの

か」がわかる資料を用意してください。

・資格更新を申請する際には、資格更新ポイント管理システムの資格更新申請ページにご自身で入

力します。また、資格更新審査を受けるために上記の資料のコピーを提出することが必要です。

※「５．関連団体等の年次大会での研究発表、話題提供等」「６．臨床発達心理学に関する研究論文

等の発表」「７．臨床発達心理学に関する著書の出版」は資格の有効期間内に発表・出版されたも

のでなければなりません。

※「６．臨床発達心理学に関する研究論文等の発表」「７．臨床発達心理学に関する著書の出版」に

関して、「臨床発達心理学に関する」学術研究・著書にあたるかどうかの判断は審査の段階で行い

ます。事前の問い合わせにお答えすることはできません。

８．臨床発達心理士申請者または申請予定者のスーパービジョン 

・スーパービジョンは更新対象者の資格有効期間内に行われたものに限ります。

・ スーパービジョンを受けた相手（スーパーバイジー）が自筆署名する書類（臨床発達心理士 ス

ーパービジョン内容申告書）があるので、スーパービジョンが終了したら必要事項を記載し、必

ず署名・捺印してもらい、ご自身の更新時期まで保管してください。

・資格更新を申請する際には、資格更新ポイント管理システムの資格更新申請ページにご自身で入

力します。また、資格更新審査を受けるために上記の申告書を提出することが必要です。

資格更新時期延期の特例措置について 

１．資格の有効期限は 5 年間です。ただし、以下のような事情があった場合、資格更新延期を申請

することができます。 

・日本国外に在住している場合

・介護休暇を取っている場合

・育児休暇を取っている場合

・疾病休暇を取っている場合

・必要ポイントが満たない場合

・その他の場合

資格更新延期を申請する場合は「資格更新特別措置願（はがき）」を提出してください。「資

格更新特別措置願（はがき）」は、資格更新該当年度に送付される「臨床発達心理士資格更新申

請ガイド」に同封されています。 
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２．資格更新時期の延期は 3 年後の資格更新審査時期（1 月頃）が限度となります。 

例：2024 年度が正規の資格更新時期の場合、延期できるのは 2027 年度の資格更新審査時期ま

でです。 

３．資格更新延期を申請した場合、資格の有効期間は延長されません。 

例：資格有効期間が 2025 年 3 月 31 日までの方が資格更新延期を申請した場合、2025 年 4 月 1

日以降資格更新審査に合格するまで、臨床発達心理士を名乗ることはできません。 

４．資格更新延期を経て資格更新した後の資格有効期間は、延期年限に伴って短くなります。 

例： 資格有効期間が 2019 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日の有資格者が、資格更新延期申請

し、その後資格更新申請した場合、合格後の資格有効期間は合格した日から 2030 年 3 月

31 日までの期間となります。 

５．資格更新延期申請後、資格更新延期受理通知の発行をもって資格更新延期申請の手続きは完了

となります。資格更新延期期間中に研修会に参加する場合も ID カードが必要です。 

６．資格更新延期の方で必要なポイントが満たされた方は、資格更新申請期間に資格更新ポイント

管理システムにおいて更新申請してください。資格更新期間の詳細についてはウェブサイトに

掲載されますので、確認して申請を行ってください。 

※資格更新延期者のための特例資格更新審査（9 月）は 2018 年度より廃止されました。資格更新の

機会は通常資格更新審査（1 月～2 月）のみとなります。
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合計 4 ポイント必須 

必須 A（2 ポイント以上） 必須 B（2 ポイント以上） 

（1）区分研修会・必修研修 （1）区分研修会・一般研修 （2）区分研修会

機構研修委員会他、各委員会が企画

する必修研修会への参加（2018 年度

以降に資格を取得された方の倫理研

修を含む） 

機構研修委員会他、各委員会

が企画する「臨床発達心理士

のための資格更新研修会」へ

の参加 

承認団体が企画する「臨床発

達心理士のための資格更新研

修会」への参加 

注）2027 年度更新までは、2022 年度以前に日本臨床発達心理士会が主催した倫理研修への受講

は必須 A の倫理研修を受講したとみなすことができます 

残り 8 ポイント（8 ポイント以上ならば結構です） 

（1）区分研修会（必修研修・一般研修）

機構研修委員会他、各委員会が主催する必修研

修、「臨床発達心理士のための資格更新研修会」

への参加 

（5）機構が認める関連団体等の年次大会での研

究発表・話題提供

（2）区分研修会

承認団体が主催する臨床発達心理士のための資

格更新研修会」への参加 

（6）臨床発達心理学に関する研究論文等の発表

（3）区分研修会

（2）区分研修会以外で、資格更新委員会が認め

た研修会への参加 

（7）臨床発達心理学に関する著書の出版

（4）「臨床発達心理士」を取得するための指定科

目取得講習会での講師

（8）「臨床発達心理士」申請（予定を含む）者に

対するスーパービジョン 

注）（4）で講師を行った場合、2 ポイントまで、（1）区分・必修 B（一般）ポイントとして振り

替えることができます 

＜資格更新の要件＞ 
5 年間に更新ポイントを 12 ポイント以上取得 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




